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地域公共交通計画認定申請書 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 
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別 紙 
 

 

令和７年６月  日 

 

          倉敷市地域公共交通会議          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

人口減少やマイカー利用の増大により公共交通利用者は減少しているものの、運転免

許を持たない高齢者や通学生など、いわゆる交通弱者の方々にとって公共交通は必要で

ある。 

本事業により、生活交通の確保・維持が困難な地域と広域行政圏の中心市町村又は県

庁所在地を結ぶ基幹的なバス系統の運行を支援することで、通勤、通学、通院及び買い

物のために必要な移動手段の確保・維持を図る。 

事業者は、関係市町村と連携し、これらの系統を維持するために利用促進、利便性向

上及び経費削減等への取組を行っているが、なお、欠損を生じる見込みであるため、地

域公共交通確保維持事業による支援を行う必要がある。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

 事業者と関係市町村との連携による利用促進や利便性向上への取組、経費削減への取

組を行うことにより、 

  ① 計画期間中、運行を継続し、利用者の利便性を確保すること 

  ② 輸送人員について、原則として令和６年度実績値に沿線人口の増減率を乗じた

値を上回る値とすること 

  ③ 経常収支差額（経常費用－経常収益）について、令和６年度実績値から１％以

上改善することとし、令和７年度の国庫補助額（＝県補助額）を維持すること 

 を目標とする。（別紙１のとおり。） 

 

（２）事業の効果 

 

  地域間幹線系統を維持することにより、運転免許を持たない方々の通勤、通学、通院

及び買い物のために必要な移動手段が確保される。 

  また、定量的な目標を導入することにより、持続可能な公共交通となるよう事業者と

関係自治体が連携し、利用促進や利便性向上、経費の削減に取り組むことが期待できる。 

 

３．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

株式会社井笠バスカンパニー 

下津井電鉄株式会社 

中鉄バス株式会社 

中鉄北部バス株式会社 

備北バス株式会社 

両備ホールディングス株式会社 

琴参バス株式会社 

 

 
 

p2

資料３－２



別 紙 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・山陽本線や井原線などの鉄道との乗り継ぎを確保する運行ダイヤの見直しを行い、利

用しやすいダイヤを目指す。（株式会社井笠バスカンパニー） 

・ホームページの改修により、Googleマップに主要施設を表示し、外出機会を促進する。

（下津井電鉄株式会社） 

・バスロケーションシステムを活用し、利便性の向上を図る。（中鉄バス株式会社） 

・季節ごとに沿線の観光情報等を掲載した時刻表を作成して、関係自治体、観光関連団

体及び観光施設等へ配布する。（中鉄北部バス株式会社） 

・利用者アンケートによる、ニーズに合ったきめ細かなダイヤ改正を実施する。（備北バ

ス株式会社） 

・時刻表にバスロケーションシステムのＱＲコードを添付し、利用促進と利便性向上を

図る。（両備ホールディングス株式会社） 

・バス昇降口にセンサーを設置し、乗降者数データをバスロケーションシステムと連携

させることで、混雑状況をリアルタイムで提供する。（両備ホールディングス株式会社） 

・島々の魅力をＰＲするための企画及び１日乗車券作成への取組の検討を行う。（琴参バ

ス株式会社） 

 ・ハレカハーフにより利用促進を図る。（岡山市関係の各社） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１のとおり。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 表２のとおり 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 輸送人員や経常収支差額について、数値指標により評価 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

別紙２のとおり。 
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別 紙 
10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 － 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

障害のある人や高齢者等がバスを安全かつ円滑に利用できるよう、老朽化した車両の

更新に当たっては、公共交通移動等円滑化基準に適合するノンステップバス等の導入を

促進し、バリアフリー化及びノーマライゼーションを図る。 

車両購入を行う事業者の路線バス事業は、運行欠損が生じており、事業者単独で車両

購入を進めることは困難であるため、車両減価償却費等国庫補助金の活用が必要である。 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 岡山県内におけるノンステップバス・ワンステップバス等の車両比率（令和６年３月

末現在６０．８％）を向上させる。 

 

（２）事業の効果 

 

  バリアフリー化車両により、障害のある人や高齢者等がバスを安全かつ円滑に利用で

きるようになり、外出機会が増大し、ノーマライゼーションに寄与する。 

   また、地域間幹線系統が維持され、運転免許を持たない方々の通勤、通学、通院及び

買い物のために必要な移動手段の確保に寄与する。 

 

13．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の総額、負担者とその負担額 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 

表６、表７を添付。 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 － 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

－ 
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別 紙 
16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 － 

 

（２）事業の効果 

 

 － 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

－ 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

・令和７年６月 倉敷市地域公共交通計画認定申請書（案）について協議 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

 

 

 

 

 

 

   

計画に基づき運行することにより、利用者の利便を確保するとともに、生産性向上の

取組結果を検証し、今後の改善につなげることにより、交通弱者の方々の移動手段とし

て必要なバス系統の確保・維持を図っていくこととする。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）倉敷市西中新田６４０番地       

（所 属）倉敷市建設局都市計画部交通政策課   

（氏 名）加藤 究               

（電 話）０８６－４２６－３５４５       

（e-mail）lg-traffic-pol@city.kurashiki.lg.jp 
 

※地域公共交通会議終了後に記載予定 
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（別紙１）

収支差額
Ａ

（千円）

経常
収支率

収支
改善額

Ｂ
（千円）

改善後
収支差額
Ａ－Ｂ＝Ｃ
（千円）

収支
改善率
Ｂ／Ａ
（％）

1 矢掛
笠岡市
矢掛町

矢掛町及び笠岡市北川・山口・
吉田住民の笠岡市内、笠岡駅及
び矢掛町内への通勤、通学等交
通手段

62,125 -3.25% 60,104 38,841 29.32% 387 38,454 1.00% 4,379.0

2 井原・福山
井原市
福山市

井原市内住民の福山市内、福山
駅への通勤・通学等及び福山市
住民の通勤・通学等交通手段

57,516 -2.91% 55,845 25,782 38.48% 257 25,525 1.00% 1,270.5

3 井原
井原市
笠岡市

井原市内住民の笠岡市内・笠岡
駅への通勤・通学等及び笠岡市
内住民の井原市内への通勤・通
学等の交通手段

137,542 -3.26% 133,063 40,797 45.19% 406 40,391 1.00% 9,185.5

4 篠坂・福山
笠岡市
福山市

福山市への通勤・通学・通院 36,322 -3.54% 35,034 7,503 51.15% 75 7,428 1.00% 16.0

（４系統） 小　　　計 293,505 284,046 112,923 39.50% 1,125 111,798 1.00% 14,851

5 A-2岡山線
岡山市
倉敷市

JR駅より離れている地区住民の
岡山市中心部、倉敷市児島地区
への通勤・通学・買い物等

133,995 0.09% 134,115 9,109 74.26% 91 9,018 1.00% 4,000.0

6 D-19茶屋町線
岡山市
倉敷市

岡山市南区興除、倉敷市茶屋町
地区住民の倉敷市中心部への
通院・通勤・通学・買い物等

105,493 -0.18% 105,304 10,138 68.96% 101 10,037 1.00% 3,927.5

（２系統） 小　　　計 239,488 239,419 19,247 71.72% 192 19,055 1.00% 7,927

7
中鉄バス株
式会社

（佐）リハビリ
岡山市
吉備中央町

吉備中央町住民の岡山市内高
校、病院への通学、通院、買い
物等

112,886 -3.56% 108,865 20,934 65.39% 209 20,725 1.00% 11,310.5

（１系統） 小　　　計 112,886 108,865 20,934 65.39% 209 20,725 1.00% 11,310

8 （イ）行方
津山市
奈義町

津山市、奈義町住民の津山市内
高校や病院への通学・通院及び
買い物等

70,193 -1.51% 69,133 31,006 36.65% 309 30,697 1.00% 4,127.0

9 （高）勝山

岡山市
高梁市
真庭市
吉備中央町

真庭市住民の真庭市内高校へ
の通学及び沿線住民の岡山市
内病院への通院、買い物等

32,872 -3.31% 31,783 14,418 76.81% 144 14,274 1.00% 11,818.0

（２系統） 小　　　計 103,065 100,916 45,424 59.13% 453 44,971 1.00% 15,945

10 呰部
高梁市
真庭市

真庭市北房地域から高梁市内
への通学、通勤、通院、買い物
等の生活路線

12,263 -3.27% 11,861 22,171 18.75% 221 21,950 1.00% 1,138.0

11 吉川
高梁市
吉備中央町

吉備中央町から高梁市内への
通学、通勤、通院、買い物等の
生活路線

38,019 -3.70% 36,614 18,401 45.55% 184 18,217 1.00% 4,763.0

12 岡山
高梁市
総社市
岡山市

高梁市内から総社・岡山、総社
市内から岡山への通院、買い物
等の生活路線

22,714 -0.33% 22,637 29,948 31.03% 298 29,650 1.00% 5,823.5

13 地頭 高梁市
旧川上町から高梁市内への通
学、通勤、通院、買い物等の生
活路線

64,889 -3.74% 62,458 23,129 44.20% 231 22,898 1.00% 4,274.0

（４系統） 小　　　計 137,885 133,570 93,649 35.84% 934 92,715 1.00% 15,998

14
76・77西大寺～西
大寺駅・神崎～牛窓

岡山市
瀬戸内市

瀬戸内市牛窓地区,、岡山市神
崎地区から岡山市西大寺地区
及び中心部への通勤、通学、通
院等の必要なアクセス

61,827 -1.00% 61,206 44,618 34.17% 444 44,174 1.00% 5,041.0

15
217・219岡山駅～
小串・上山坂～宇野
駅前、たまの病院前

岡山市
玉野市

玉野市山田・上山坂・鉾立地区・
岡山市小串・甲浦地区から岡山
市岡南地区・岡山市中心部への
通学、通勤、通院等のアクセス

119,079 -2.77% 115,781 72,215 42.80% 719 71,496 1.00% 22,339.0

16
119岡山駅～当新
田・荘内支所～渋川
三丁目

岡山市
玉野市

玉野市渋川、日比、和田、玉、玉
原、荘内等各地区から岡山市南
区芳泉地区及び中心部への通
学、通勤、通院等のアクセス

117,155 -2.77% 113,910 13,888 77.72% 139 13,749 1.00% 766.5

17
152岡山駅～当新田
～深山公園入口

岡山市
玉野市

玉野市槌ヶ原地区等各地から岡
山市南区芳泉地区及び中心部
への通院、買い物利用、通勤、
通学等のアクセス

82,881 -2.77% 80,585 19,581 55.91% 195 19,386 1.00% 704.0

18
154岡山駅～当新
田・田井～玉野市役
所前

岡山市
玉野市

玉野市宇野、田井、槌ヶ原地区
等各地区から岡山市南区芳泉
地区及び中心部への通学、通
勤、通院等のアクセス

128,161 -2.77% 124,611 24,531 66.86% 245 24,286 1.00% 1,969.5

19
367岡山駅～当新
田・荘内支所～宇野
駅前

岡山市
玉野市

玉野市玉、玉原、荘内等各地区
から岡山市南区芳泉地区及び
中心部への通学、通勤、通院等
のアクセス

95,857 -2.77% 93,202 14,961 71.85% 149 14,812 1.00% 1,390.0

（６系統） 小　　　計 604,960 589,295 189,794 55.66% 1,891 187,903 1.00% 32,210

20
琴参バス株
式会社

瀬戸大橋線（坂出駅
前～与島PA～JR児
島駅）

倉敷市
坂出市

櫃石島、岩黒島、与島の島民の
倉敷市児島地区への通勤・通
学・通院・買い物等

18,090 -0.21% 14,828 28,438 14.55% 283 28,155 1.00% 304.0

（１系統） 小　　　計 18,090 14,828 28,438 14.55% 283 28,155 1.00% 304

（20系統） 1,509,879 1,470,939 510,409 50.62% 5,087 505,322 1.00% 98,545

※１　人口増減率は、平成27年国勢調査から令和2年国勢調査の増減率に2/5を乗じた数値である。

※２　人口増減率には県外市町村分を含めない。

※３　岡山市及び倉敷市を含む系統の人口増減率には岡山市分及び倉敷市分を含めない。（岡山市及び倉敷市のみが沿線市町村である系統を除く。）

令和６年度実績 令和８年度目標

経常収支差額（経常費用－経常収益）輸送人員（人）

国庫
補助額
（千円）

令和８年度
目標

(上回るべき値)

人口
増減率

令和６年度
実績

両備ホール
ディングス
株式会社

合　　計

備北バス株
式会社

№

株式会社井
笠バスカン
パニー

下津井電鉄
株式会社

運行予定者 運行系統名 沿線市町村 路線維持の目的

中鉄北部バ
ス株式会社

 令和８年度　地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果　　　　
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（別紙２）

特記事項
（バス路線として維
持する必要がある場
合の個別具体的な
理由等）

株式会社井笠バス
カンパニー

矢掛 ＜利用促進＞
他モードとの乗継確
保、運行実態を反映
した時分設定、定時
制確保に沿ったダイ
ヤの見直し

事業者 増収
387千円
（1.00%）

R8.4 ・朝・夕の通勤、通
学時には一定数の
需要が継続的に存
在
（笠岡市、矢掛町）

井原・福山 ＜利用促進＞
他モードとの乗継確
保、運行実態を反映
した時分設定、定時
制確保に沿ったダイ
ヤの見直し

事業者 増収
257千円
（1.00%）

R8.4 ・朝・夕の通勤、通
学時には一定数の
需要が継続的に存
在
（井原市）

井原 ＜利用促進＞
他モードとの乗継確
保、運行実態を反映
した時分設定、定時
制確保に沿ったダイ
ヤの見直し

事業者 増収
406千円
（1.00%）

R8.4 ・朝・夕の通勤、通
学時には一定数の
需要が継続的に存
在
（笠岡市、井原市）

篠坂・福山 ＜利用促進＞
他モードとの乗継確
保、運行実態を反映
した時分設定、定時
制確保に沿ったダイ
ヤの見直し

事業者 増収
75千円
（1.00%）

R8.4 ・朝・夕の通勤、通
学時には一定数の
需要が継続的に存
在
（笠岡市）

下津井電鉄株式会
社

A-2岡山線 ＜利用促進＞
ホームページを改修
し、路線上の主要施
設をGoogleマップにま
とめ、外出機会を促
進、併せてダイヤの
改定

事業者 増収
91千円
（1.00%）

R7.10以降

D-19茶屋町線 ＜利用促進＞
ホームページを改修
し、路線上の主要施
設をGoogleマップにま
とめ、外出機会を促
進

事業者 増収
101千円
（1.00%）

R7.10以降 岡山市興除地区及
び倉敷市茶屋町地
区から倉敷駅及び
中心部への通学、
通勤、通院に利用さ
れており、地域住民
の日常生活に必要
不可欠な交通手段
（岡山市、倉敷市）

中鉄バス株式会社 （佐）リハビリ ＜利用促進＞
関係自治体と連携し、
広報誌の活用等によ
る利用促進

吉備中央町
事業者

増収
209千円
（1.00%）

R8.4

中鉄北部バス株式
会社

（イ）行方 ＜利用促進＞
沿線の観光情報等を
掲載した時刻表の作
成・配布による利用促
進

事業者 増収
310千円
（1.00％）

R7.10以降 奈義町・津山市間の
学生や高齢者等の
交通手段として不可
欠であり、代替輸送
手段への見直し困
難
（津山市、奈義町）

（高）勝山 ＜利用促進＞
高速道路上の乗り場
の案内図及び沿線の
観光情報等を掲載し
た時刻表の作成・配
布による利用促進

事業者
真庭市

増収
144千円
（1.00％）

R7.10 真庭市内から岡山間
を結ぶ唯一の直通路
線であり、真庭市から
岡山市への通学・通
勤・通院の手段として
必要不可欠
（岡山市、真庭市）

地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組を行う場合にあって、当該取組内容、実施主体、
定量的な効果目標、実施時期及びその他特記事項

運行予定者 運行系統名 取組内容 実施主体
定量的な
効果目標

(収支改善効果)
実施時期
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特記事項
（バス路線として維
持する必要がある場
合の個別具体的な
理由等）

運行予定者 運行系統名 取組内容 実施主体
定量的な
効果目標

(収支改善効果)
実施時期

備北バス株式会社 呰部 ＜利用促進＞
広報誌掲載や個別訪
問等による新規利用
者掘り起こし

高梁市
真庭市
事業者

増収
221千円
（1.00％）

R7.10～R8.9 ・高校生の通学に際
し、重要な系統とし
て機能
（高梁市）
・高梁市方面への貴
重な公共交通であ
り、通学など日常的
な需要が一定程度
存在
（真庭市）

吉川 ＜利用促進＞
広報誌掲載や個別訪
問等による新規利用
者掘り起こし

高梁市
吉備中央町
事業者

増収
184千円
（1.00％）

R7.10～R8.9 ・利用者の過半数は
高校生であり、日常
生活に欠かせない
路線
（高梁市）
・高梁市内の高校生
の通学に際し、地域
で重要な路線
（吉備中央町）

岡山 ＜利用促進＞
広報誌掲載や個別訪
問等による新規利用
者掘り起こし

岡山市
総社市
高梁市
事業者

増収
298千円
（1.00％）

R7.10～R8.9 高梁市、総社市から
岡山市へ通院・買い
物等のために利用
する路線として必要
不可欠
（岡山市、総社市、
高梁市）

地頭 ＜利用促進＞
広報誌掲載や個別訪
問等による新規利用
者掘り起こし

高梁市
事業者

増収
231千円
（1.00％）

R7.10～R8.9 高校生の通学に際
し、重要な系統とし
て機能
（高梁市）

両備ホールディング
ス株式会社

76･77西大寺～西大
寺駅・神崎～牛窓
（牛窓南線）

＜利用促進＞
ＪＲ西日本が発行する
デジタルフリーパスに
参画

事業者 増収
444千円
（1.00%）

R7.10以降 瀬戸内市牛窓地
区、鹿忍地区、岡山
市神崎地区から岡
山市西大寺地区及
び中心部への通学、
通勤、通院に利用さ
れ、日常生活に不可
欠な交通手段
（岡山市、瀬戸内
市）

217･219岡山駅～小
串・上山坂～宇野駅
前・たまの病院前
（小串鉾立上山坂
線）

＜利用促進＞
バス車内、沿線施設
や学校を中心とした
利用促進・PRチラシ
の配布、設置
沿線学校、公共施設
でのバスの乗り方教
室の実施

事業者 増収
719千円
（1.00%）

R7.10以降 ・玉野市鉾立地区、
岡山市小串・甲浦地
区から岡山市岡南
地区及び中心部へ
の通学、通勤、通院
に利用され、日常生
活に不可欠な交通
手段
（岡山市、玉野市）

119岡山駅～当新
田・荘内支所～渋川
三丁目（荘内渋川
線）

＜利用促進＞
玉野市内の施設や学
校を中心とした利用
促進・PRチラシの配
布、設置
沿線高校の入学説明
会における資料配付
や定期券事前申込の
実施

事業者 増収
139千円
（1.00%）

R7.10以降

152岡山駅～当新田
～深山公園入口（深
山公園線）

＜利用促進＞
玉野市内の施設や学
校を中心とした利用
促進・PRチラシの配
布、設置
沿線高校の入学説明
会における資料配付
や定期券事前申込の
実施

事業者 増収
195千円
（1.00%）

R7.10以降 玉野市槌ヶ原地区
等各地から岡山市
南区芳泉地区及び
中心部への通院、
買い物、通勤、通学
等に利用され、日常
生活に不可欠な移
動手段
（岡山市、玉野市）
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特記事項
（バス路線として維
持する必要がある場
合の個別具体的な
理由等）

運行予定者 運行系統名 取組内容 実施主体
定量的な
効果目標

(収支改善効果)
実施時期

154岡山駅～当新
田・田井～玉野市役
所前（玉野市役所
線）

＜利用促進＞
玉野市内の施設や学
校を中心とした利用
促進・PRチラシの配
布、設置
沿線高校の入学説明
会における資料配付
や定期券事前申込の
実施

事業者 増収
245千円
（1.00%）

R7.10以降

367岡山駅～当新
田・荘内支所～宇野
駅前（荘内宇野駅
線）

＜利用促進＞
玉野市内の施設や学
校を中心とした利用
促進・PRチラシの配
布、設置
沿線高校の入学説明
会における資料配付
や定期券事前申込の
実施

事業者 増収
149千円
（1.00%）

R7.10以降

琴参バス株式会社 瀬戸大橋線（坂出駅
前～与島PA～JR児
島駅）

＜利用促進＞
島々の魅力PR発信
の企画や１日乗車券
等により、新規利用
者の需要を掘り起こ
す

事業者 増収
283千円
（1.00%）

R7.10～ 児島地区～坂出地
区間の島々を結ぶ
唯一の公共交通機
関
（倉敷市）

両備ホールディング
ス株式会社
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統） 令和８年度

岡山県 （株）井笠バスカンパニー (1) 矢掛 4,379.0

(2) 井原・福山 1,270.5

(3) 井原 9,185.5

(4) 篠坂・福山 16.0

小　　　　　計 （4系統） 14,851

下津井電鉄（株） (1) A-2岡山線 4,000.0

(2) D-19茶屋町線 3,927.5

小　　　　　計 （2系統） 7,927

中鉄バス（株） (1) （佐）リハビリ 11,310.5

小　　　　　計 （1系統） 11,310

中鉄北部バス（株） (1) （イ）行方 4,127.0

(2) （高）勝山 11,818.0

小　　　　　計 （2系統） 15,945

備北バス（株） (1) 呰部 1,138.0

(2) 吉川 4,763.0

(3) 岡山 5,823.5

(4) 地頭 4,274.0

小　　　　　計 （4系統） 15,998

両備ホールディングス（株） (1)
76・77西大寺～西大寺駅・神崎～牛
窓（牛窓南線）

5,041.0

(2)
217・219岡山駅～小串・上山坂～宇
野駅前、たまの病院前

22,339.0

(3)
119岡山駅～当新田・荘内支所～渋
川三丁目

766.5

(4) 152岡山駅～当新田～深山公園入口 704.0

(5)
154岡山駅～当新田・田井～玉野市
役所前

1,969.5

(6)
367岡山駅～当新田・荘内支所～宇
野駅前

1,390.0

小　　　　　計 （6系統） 32,210

琴参バス(株) (1) 瀬戸大橋線 304.0

小　　　　　計 （1系統） 304

98,545合　　　　　計　　　　　（20系統）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

特
例
措
置
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統） 令和９年度

岡山県 （株）井笠バスカンパニー (1) 矢掛 4,392.5

(2) 井原・福山 1,274.0

(3) 井原 9,207.0

(4) 篠坂・福山 16.0

小　　　　　計 （4系統） 14,889

下津井電鉄（株） (1) A-2岡山線 4,000.0

(2) D-19茶屋町線 3,927.5

小　　　　　計 （2系統） 7,927

中鉄バス（株） (1) （佐）リハビリ 11,330.5

小　　　　　計 （1系統） 11,330

中鉄北部バス（株） (1) （イ）行方 4,128.5

(2) （高）勝山 11,818.0

小　　　　　計 （2系統） 15,946

備北バス（株） (1) 呰部 1,139.0

(2) 吉川 4,680.0

(3) 岡山 5,809.0

(4) 地頭 4,295.5

小　　　　　計 （4系統） 15,923

両備ホールディングス（株） (1)
76・77西大寺～西大寺駅・神崎～牛
窓（牛窓南線）

5,006.5

(2)
217・219岡山駅～小串・上山坂～宇
野駅前、たまの病院前

22,386.0

(3)
119岡山駅～当新田・荘内支所～渋
川三丁目

768.0

(4) 152岡山駅～当新田～深山公園入口 705.5

(5)
154岡山駅～当新田・田井～玉野市
役所前

1,973.0

(6)
367岡山駅～当新田・荘内支所～宇
野駅前

1,385.0

小　　　　　計 （6系統） 32,224

琴参バス(株) (1) 瀬戸大橋線 304.0

小　　　　　計 （1系統） 304

98,543

特
例
措
置

合　　　　　計　　　　　（20系統）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統） 令和10年度

岡山県 （株）井笠バスカンパニー (1) 矢掛 4,400.0

(2) 井原・福山 1,276.5

(3) 井原 9,225.5

(4) 篠坂・福山 16.0

小　　　　　計 （4系統） 14,918

下津井電鉄（株） (1) A-2岡山線 4,000.0

(2) D-19茶屋町線 3,927.5

小　　　　　計 （2系統） 7,927

中鉄バス（株） (1) （佐）リハビリ 11,357.0

小　　　　　計 （1系統） 11,357

中鉄北部バス（株） (1) （イ）行方 4,139.5

(2) （高）勝山 11,850.5

小　　　　　計 （2系統） 15,990

備北バス（株） (1) 呰部 1,142.0

(2) 吉川 4,689.0

(3) 岡山 5,828.5

(4) 地頭 4,302.5

小　　　　　計 （4系統） 15,962

両備ホールディングス（株） (1)
76・77西大寺～西大寺駅・神崎～牛
窓（牛窓南線）

5,022.5

(2)
217・219岡山駅～小串・上山坂～宇
野駅前、たまの病院前

22,452.5

(3)
119岡山駅～当新田・荘内支所～渋
川三丁目

770.5

(4) 152岡山駅～当新田～深山公園入口 707.5

(5)
154岡山駅～当新田・田井～玉野市
役所前

1,978.5

(6)
367岡山駅～当新田・荘内支所～宇
野駅前

1,388.0

小　　　　　計 （6系統） 32,319

琴参バス(株) (1) 瀬戸大橋線 304.0

小　　　　　計 （1系統） 304

98,777合　　　　　計　　　　　（20系統）

都道府県
（市区町村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

特
例
措
置
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．旅客運賃の上限変更認可状況

４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ

( )

( )

1 無 円

2 無 円

円

1 無 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

2 無 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

99.97 ％ 円 ％ 円 ％ ％

99.98 ％ 円 ％ 円 ％ ％

99.97 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

26,287,290円 81,498.1㎞

22,531,495円 75,220.0㎞

25,925,205円 81,275.7㎞

23,041,648円 75,020.0㎞

21,992,695円 81,247.9㎞

21,474,426円 74,950.0㎞

81,277.6㎞

74,980.0㎞

32,714,234円

30,179,450円

下電
バス
興除
営業

8.2

5.1

人
往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

日 回 人

4,838

3,877

8,666

△ 4,789

20,978

事業者名 下津井電鉄株式会社

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
1,595,624.8

経常収支率

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

1,672,683.8
経常収支率

令和８年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 493,716 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 △ 189,842 千円 営業外損益 経常損益 △ 194,680

498,336

営業費用 683,558 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 693,016

令和９.１０年度
については、日
祝日等の日数に
よる運行回数の
違いを除き、変
更がないため省
略

4,620

9,458

71.90

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 484,602 千円 営業外収益

営業損益 △ 172,884 千円 営業外損益 経常損益 △ 177,673

経常収益（イ’） 488,479

営業費用 657,486 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 666,152

73.32

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 439,273 千円 営業外収益

営業損益 △ 178,418 千円 営業外損益 経常損益 △ 168,349

経常収益（イ”） 460,251

営業費用 617,691 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 628,60010,909

10,069

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）
1,676,566.3

経常収支率 73.21

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

山陽 374円.93銭 398円.25銭 434円.32銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブロック名 認可日
認可を受けた補助対象期

間

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費

用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

山陽 402円.50銭 419円.74銭 402円.5銭 312円.31銭

改定率
コ

補助金交
付要綱別
表２（注）

４．の適用
割合
フ

補助ブ
ロック

名

申
請
番
号

特

例

措

置

運行
系統
名

運行系統

計画運行
日数

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック都道府
県外乗入部分
及び他路線と
の競合部分以
外のキロ程の

比率
起点

主な
経由
地

終点

①＝カッコ内 ②

計画運行回数

（　　）

計画平均乗
車密度

計画
輸送量

系統キロ程
地域公共交通再編事業を実
施する区域におけるキロ程

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する

区域におけるキロ程との
比率

ル
（チー（リ＋ヌ
＋ル））÷チ＝

ヲ
チ オ オ÷チ＝ク リ ヌ

①×②
＝③

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

他路線
との競
合率

365日

365日

1,271.5回

(3.4)

3,749.0回

(10.2)

27.8人

52.0人

往　．　Ｋｍ（平均） （平均）

往　．　Ｋｍ

100.000%
複31.7㎞ 31.9㎞ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ （平均）
％

往　．　Ｋｍ （平均） 往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往32.2㎞ （平均）

復　．　Ｋｍ

100.000%
複10.0㎞ 10.0㎞ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
％

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

往10.0㎞

復　．　Ｋｍ

山陽

1 無
Ａ-2
岡山
線

天満屋
汗入
下之
町南

ＪＲ
児島
駅

2 無
Ｄ-
19
茶屋

倉敷
駅

茶屋
町

駅前

往　．　Ｋｍ
％

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ
日 回

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
％

往　．　Ｋｍ

　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
合計 系統

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ’
ワ ヘ×ワ以下の額：カ

ノ'とノ"のいずれか少
ない額

ノ

経常収益
ヤ”

補助金交付要綱別表２（注）４．の適用
がある場合

復　．　Ｋｍ

補助ブ
ロック

名

申
請
番
号

特

例

措

置

補助ブロック
外乗入部分
及び同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分以外
のキロ程の

比率

計画実車走
行キロ

補助対象
経常費用
の見込額

復　．　Ｋｍ 41.9㎞ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

100.000% 297円.73銭 286円.51銭 307円.14銭

山陽

100.000% 304円.06銭 270円.68銭 318円.97銭

47,037,062合計 43,467,121円 156,197.9㎞ 48,966,853円 156,295.7㎞ 48,818,785円 156,718.1㎞156,257.6㎞ 62,893,684円

経常費用から
経常収益を
控除した額

損失額から国庫補
助額を控除した額補助ブ

ロック
名

申
請
番
号

特

例

措

置

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分、同一補助ブ

ロック都道府県外
乗入部分及び他

路線との競合部分
以外に係るもの

ソのうち補助ブロック
外乗入部分及び同一
補助ブロック都道府

県外乗入部分以外に
係るもの

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

補助対象経費 計画額
補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

山陽

8,000,967 8,000,967 0 8,000 4,000

ム－ラ＝ウソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’ ツ×みなし運行回数／
①計画運行回数＝ネ

ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ムカ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ

8,000,967 4,000,967

7,855,655 7,855,655 0 7,855 3,927.5 7,855,655 3,928,155

15,856,622 28,302,157 15,856,622合計 15,856,622 15,856,622 0 15,855 7,927 15,856,622 7,929,122

経常収益控
除額

ケとgのいず
れか少ない

額
h

補助対象系統のキロ当たり経常収益

299円.54銭

322円.55銭

実車走行
キロ
マ

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

基準期間
における実
車走行キロ
当たり経常
収益の運

賃改定によ
る増収分
f×コ÷(1
＋コ）×フ

＝g

実車走行
キロ
マ”

補助対象
系統の実

車走行キロ
当たり経常

収益
ヤ”÷マ”

＝d

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

経常収益
ヤ

基準期間の前々年度 基準期間の前年度

補助対象
経常収益
の見込額

補助金交
付要綱別
表２（注）
４．の適用
後のキロ

当たり経常
収益

ノ'ーh＝ノ"

(d+e+f)/3 =ノ'

３カ年平均

304円.06銭

297円.73銭

キロ当たり経常費用の差
二－ヘ = ケ

0

22,323,795

24,713,267

ノ×ワ以上の額：ヨ

基準期間

往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ

8,000,967 14,721,405 8,000,967

7,855,655 13,580,752 7,855,655

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブ
ロック

名

申
請
番
号

特

例

措

置

負担額 負担割合

合計

4,000,000円

3,927,500円

7,927,500円
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本計画で位置付けられている一部系統について（補足資料） 

 

 以下の系統については､地域間のみならず地域内の生活交通の機能を有するとして、

その確保・維持・改善に取り組んできたところであるが、新型コロナウイルス感染症

拡大に起因する利用者減等により、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

第６条に規定する１日当たり計画輸送量（１５人）の基準を満たしていない。 

本件に関し、令和８年度地域間幹線系統補助の地域公共交通計画認定申請において

は、補助要件の緩和にある、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う運送収入の減収

分を補填する目的により交付された地方公共団体等の補助金に該当するものはなく、

計画輸送量の基準を満たすことができない。 

しかしながら、以下の系統については、これまで通勤、通学、通院、買い物などの

生活交通に必要な系統であるとして、地域公共交通計画に位置付けられてきており、

今後もその位置づけが変わることはないと考えていることから，本計画においても位

置付けることとした。 

なお、引き続き利用者増につながる需要喚起策や生産性の向上の取組により収支率

の改善にも努めていくこととする。 

 

【対象系統】 
 

会社名 
申請番号・ 

系統名 

計画運行 

日数 

計画運行 

回数 

計画乗車 

密度 

計画 

輸送量 

国庫 

補助額 

備北バス 

株式会社 
1呰部 365日 

1,937.5回

（5.3回） 
1.0人 5.3人 1,138.0千円 

備北バス 

株式会社 
3岡山 362日 

1,209.0回

（3.3回） 
3.4人 11.2人 5,823.5千円 

琴参バス 

株式会社 
1瀬戸大橋 365日 

1,700.0回

（4.6回） 
1.3人 5.9人   304.0千円 
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５
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規
格

Ａ
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屋

町
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駅
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町
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輸
　

送
　

量
（A

）×
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）

運
行

系
統

別
輸

送
実

績
及

び
平

均
乗

車
密

度
算

定
表

（
令

和
６

年
度

）

実
態

調
査

日
　

　
　

　
令

和
　

６
年

　
６

月
　

１
０

日
～

令
和

　
６

年
　

７
月

　
１

０
日

実
施
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月

　
　

克
己

［記
載

要
領
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１
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書
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様
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－
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。
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車

走
行

キ
ロ

は
、

小
数

点
第

１
位

（第
２

位
以

下
切

り
捨

て
）ま

で
算

出
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
９

. 
１

系
統

当
り

経
常

費
用

は
、

補
助

対
象

事
業

者
の

実
車

走
行

キ
ロ

当
た

り
経

常
費

用
に

当
該

系
統

の
実

車
走

行
キ

ロ
を

乗
じ

た
も

の
と

す
る

。
　

10
．

平
均

賃
率

は
、

停
留

所
相

互
間

総
運

賃
額

÷
停

留
所

相
互

間
総

キ
ロ

に
よ

り
銭

単
位

ま
で

算
出

す
る

こ
と

（銭
未

満
切

捨
て

）。
た

だ
し

、
補

助
対

象
期

間
中

の
前

々
年

度
（基

準
期

間
）に

運
賃

改
定

が
あ

っ
た

場
合

の
当

該
運

行
系

統
の

平
均

賃
率

は
、

　
　

　
表

中
の

計
算

式
に

よ
り

算
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
ス

ト
ラ

イ
キ

、
積

雪
等

の
理

由
に

よ
り

バ
ス

が
運

行
さ

れ
な

か
っ

た
日

は
適

用
日

数
か

ら
除

く
も

の
と

す
る

。
　

11
．

平
均

乗
車

密
度

は
(B

)÷
(C

)÷
(F

)と
連

算
し

、
そ

の
値

に
つ

い
て

、
小

数
点

第
１

位
（第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）ま
で

算
出

す
る

こ
と

。
  

12
．

備
考

欄
に

は
、

補
助

対
象

期
間

の
前

々
年

度
（基

準
期

間
）中

に
運

行
回

数
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

、
ス

ト
ラ

イ
キ

、
積

雪
等

の
理

由
に

よ
り

バ
ス

が
運

行
さ

れ
な

か
っ

た
期

間
が

あ
っ

た
場

合
又

は
運

賃
改

定
が

あ
っ

た
場

合
等

特
記

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、

変
更

年
月

日
又

は
期

間
及

び
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
　

13
．

各
運

行
系

統
の

キ
ロ

程
、

輸
送

人
員

、
輸

送
人

キ
ロ

、
運

送
収

入
、

実
車

走
行

キ
ロ

、
運

送
雑

収
及

び
営

業
外

収
益

の
合

計
欄

に
つ

い
て

は
必

ず
記

載
す

る
こ

と
。

　
14

．
市

町
村

に
よ

る
回

数
券

購
入

等
の

有
無

は
、

運
送

収
入

に
含

ま
れ

る
も

の
の

有
無

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
　

（注
）上

記
、

記
載

要
領

中
３

．
以

降
に

お
い

て
、

前
々

年
度

（基
準

期
間

）と
あ

る
の

は
１

．
但

し
書

き
に

該
当

し
な

い
場

合
は

、
基

準
期

間
の

前
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
年

度
を

追
加

し
て

読
み

替
え

る
も

の
と

し
、

２
．

但
し

書
き

に
該

当
し

な
い

場
合

は
、

基
準

期
間

の
前

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

年
度

、
基

準
期

間
の

前
々

々
年

度
、

基
準

期
間

の
前

々
々

々
年

度
を

追
加

し
て

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

市
町

村
に

よ
る

回
数

券
購

入
等

の
有

無

運
　

　
行

　
　

系
　

　
統

年
　

間
　

輸
　

送
　

実
　

績
経

　
　

常
　

　
収

　
　

益

運
行

回
数

（A
)

（回
）

１
系

統
当

り
経

常
費

用
（円

）
運

送
収

入
（B

）
（円

）

営
業

外
収

  
 益

（E
）

（円
）

運
賃

改
定

前
　

適
用

　
運

賃
改

定
後

　
適

用
の

平
均

賃
率

×
日

数
+
の

平
均

賃
率

×
日

数

総
適

用
日

数

運
  

 行
系

統
名

実
車

走
行

キ
ロ

（C
）

（k
m

）

申
請

番
号

起
点

主
　

 な
経

由
地

終
点

キ
ロ

程
（k

m
）

運
送

雑
収

（D
）

（円
）

計
（B

）+
（D

）+
（E

）
輸

送
人

員
（人

）

１
人

平
均

乗
車

キ
ロ

（k
m

)

輸
  

 送
人

キ
ロ

（人
ｷ

ﾛ
）

下
津

井
電

鉄
株

式
会

社

バ
ス

事
業

部

バ
ス

事
業

部

 （
担

当
部

門
の

名
称

）

 （
担

当
部

門
の

名
称

）
 （

責
任

者
役

職
・
氏

名
）

 （
責

任
者

役
職

・
氏

名
）

米
津

　
総

一
郎

事
　

　
業

　
　

者
　

　
名

運
行

計
画

担
当

部
門

補
助

金
担

当
部

門
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実
態

調
査

日
　

　
令

和
5年

12
月

10
日

・1
4日

実
施

経
常

費
用

平
均

乗
車

密
度

(B
)

（C
）×

（F
）

（Ｇ
）

事
業

者
名

琴
参

バ
ス

株
式

会
社

運
行

計
画

担
当

部
門

（担
当

部
門

の
名

称
）

　
　

運
輸

部
　

運
行

管
理

課
（責

任
者

役
職

・氏
名

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

長
代

理
　

　
亀

井
　

良
晃

　
　

　
　

印

補
助

金
担

当
部

門
（担

当
部

門
の

名
称

）
　

　
運

輸
部

　
業

務
企

画
課

（責
任

者
役

職
・氏

名
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

長
代

理
　

　
池

内
  
丈

史
  
  
  
  
 印

様
式

1-
5(

通
常

)

運
行

系
統

別
輸

送
実

績
及

び
平

均
乗

車
密

度
算

定
表

（
令

和
6
年

度
）

申
請

番
号

3～
5　

実
態

調
査

日
：令

和
5年

10
月

1日
～

令
和

6年
9月

30
日

実
施

運
　

　
　

　
行

　
　

　
　

系
　

　
　

　
統

年
　

　
　

間
　

　
　

輸
　

　
　

送
　

　
　

実
　

　
　

績
経

　
　

常
　

　
収

　
　

益
平

　
　

均
　

　
乗

　
　

車
　

　
密

　
　

度
　

　
算

　
　

定

輸
送

量
(Ａ

)×
（Ｇ

）

市
町

村
に

よ
る

回
数

券
購

入
等

の
有

無

輸
　

送
人

キ
ロ

（キ
ロ

）

運
送

収
入

（Ｂ
）

（円
）

実
車

走
行

キ
ロ

（Ｃ
）

（k
m

）

備
考

申
請

番
号

運
　

 行
系

統
名

起
点

主
　

 な
経

由
地

終
点

キ
ロ

程
（k

m
）

運
行

回
数

（Ａ
）

（回
）

輸
送

人
員

（人
）

１
人

平
均

乗
車

キ
ロ

(k
m

）

運
送

雑
収

（Ｄ
）

(円
）

営
業

外
収

　
 益

（Ｅ
）

（円
）

計
(B

)＋
(D

) 
＋

(E
)

1系
統

当
り

経
常

費
用

（円
）

運
賃

改
定

前
の

平
均

賃
率

適
用

×
日

数
＋

運
賃

改
定

後
の

平
均

賃
率

　
 適

用
×

日
数

平
均

賃
率

（F
）

（円
）

総
　

　
適

　
　

用
　

　
日

　
　

数

-3
瀬

　
 戸

大
橋

線
坂

出
駅

前
浦

城
J
R

児
島

駅
32

.2
4.

6
18

,0
90

8.
4

15
1,

95
6.

0
4,

17
9,

07
4

10
9,

39
7.

6
59

2,
46

5
70

,2
42

4,
84

1,
78

1
33

,2
79

,8
43

27
.4

1
1.

3
5.

9
有

　
・　

無

合
計

18
,0

90
15

1,
95

6.
0

4,
17

9,
07

4
10

9,
39

7.
6

59
2,

46
5

70
,2

42
4,

84
1,

78
1

33
,2

79
,8

43

10
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Ｎ
Ｔ

Ｔ
岡

山
前

ｲ
ｵ
ﾝ
ﾓ
ｰ
ﾙ
岡
山
前

源
吉
兆
庵
本
社
前

山
陽

新
聞

社
前

新
西

大
寺

町
筋

松
島

西
ノ

口
市

役
所

前

マ
ス

カ
ッ

ト
(
ﾏ
ﾙ
ﾅ
ｶ
倉

敷
駅

前
店

前
)

中
庄

団
地

西
ス

タ
ジ

ア
ム

前
水

道
局

前
清

輝
橋

南
幸

町
中

庄
住

宅
前

し
げ

い
病

院
前

黒
崎

精
神

科
医

療
セ

ン
タ

ー
西

あ
ち

て
ら

す
倉

敷
前

福
島

倉
敷

高
校

前
卸

セ
ン

タ
ー

事
務

局
前

岡
南

小
学

校
前

老
松

町
東

大
原

美
術

館
前

鳥
羽

東
古

松
二

丁
目

白
楽

町
日

赤
病

院
前

備
中

県
民

局
南

大
元

駅
前

中
央

二
丁

目
・

倉
敷

芸
文

館
青

陵
高

等
学

校
西

大
元

一
丁

目
青

江
北

倉
商

東
東

町

市
役

所
前

二
日

市
野

崎
新

田
住

宅
南

当
新

田
倉

敷
市

芸
文

館
東

帯
江

下
中

野
北

旭
化

成
団

地
口

総
合

市
場

前
倉

敷
商

業
高

校
東

帯
江

亀
山

下
中

野
ゆ

め
タ

ウ
ン

倉
敷

前
倉

敷
市

役
所

東
亀

山
錦

六
区

入
口

（
下

り
の

み
）

(
新

田
団

地
入

口
)

倉
敷

中
央

高
校

南
上

名
田

亀
山

郵
便

局
前

両
備

テ
ク

ノ
前

笹
沖

新
田

東
新

田
六

間
川

浦
田

駅
前

葦
高

大
角

橋
興

陽
高

校
前

小
学

校
東

名
田

帯
高

古
開

小
瀬

戸
帯

高
西

市
八

軒
屋

北
一

文
字

倉
敷

南
高

校
入

口
茶

屋
町

橋
西

都
六

区
入

口
倉

敷
市

ふ
じ

園
・

倉
敷

児
童

館
前

米
倉

茶
屋

町
橋

北
畝

七
丁

目
岡

山
学

院
大

学
前

連
島

中
学

校
前

磯
崎

眠
亀

記
念

館
前

難
波

医
院

前
(
北

畝
)

浦
田

有
城

都
六

区
下

清
戸

高
速

道
下

共
睦

門
前

観
音

堂
天

城
郵

便
局

前
妹

尾
駅

南
口

ニ
シ

ナ
連

島
南

店
前

古
新

田
東

内
尾

ﾗ
ｲ
ﾌ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ｸ
倉

敷
西

入
口

天
城

中
学

高
校

西
入

口
内

尾
大

水
門

共
睦

公
会

堂
前

内
尾

天
城

中
学

高
校

南
入

口
福

田
南

中
学

校
前

(
藤

戸
寺

下
・

藤
戸

饅
頭

前
)

大
曲

興
除

東
保

育
園

前
ラ

イ
フ

パ
ー

ク
倉

敷
入

口
藤

戸
倉

敷
広

済
ク

リ
ニ

ッ
ク

前
中

畦
東

新
町

内
尾

南
福

田
公

園
北

門
前

南
区

役
所

塩
干

興
除

地
域

セ
ン

タ
ー

前
福

田
運

動
公

園
前

中
央

中
畦

福
田

公
園

東
門

前
広

江
団

地
串

田
樋

の
輪

南
中

畦
串

田
橋

新
高

橋
興

除
郵

便
局

前
樋

の
輪

南

倉
敷

帆
布

入
口

(
沖

縄
手

)
新

呼
松

福
江

三
軒

茶
屋

木
華

佐
久

耶
比

咩
神

社
入

口
宇

野
津

児
島

縫
製

セ
ン

タ
ー

入
口

宇
頭

間
永

井
秀

天
橋

茶
屋

住
宅

前
金

浜
茶

屋
Ｃ

地
区

旭
化

成
市

立
短

大
・

翔
南

高
校

入
口

Ｊ
Ｒ

上
の

町
駅

前
高

島
口

塩
生

浜
帆

干
谷

天
王

小
田
象
製
粉
前

塩
生

坂
出

ま
で

(
瀬
戸
埠
頭
入
口
)

ニ
シ

ナ
栁

田
店

前
Ｊ

Ｒ
上

の
町

駅
安

田
口

琴
参

バ
ス

が
運

行
塩

生
中

央
口

永
井

中
小
田
象

新
児

島
団

地
入

口
下

津
井

港
前

通
生

辻
浜

製
粉
入
口

(
本
荘
い
こ
い

田
嶋

内
科

前
山

際
内

田
口

下
津

井
公

民
館

前
の
家
前
)

旭
橋

通
小

西
下

津
井

城
跡

入
口

親
和
工
産
前

玉
野

市
役

所
入

口
(
通
生
港
口
)

小
川

七
丁

目
ﾆ
ｼ
ﾅ
ﾌ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
ｹ
ｯ
ﾄ
前

琴
浦

西
小

学
校

前
祇

園
神

社
下

松
池

入
口

Ｎ
Ｔ

Ｔ
玉

野
前

む
か

し
下

津
井

回
船

問
屋

前
鷲

羽
山

ハ
イ

ラ
ン

ド
鷲

羽
山

北
琴

浦
西

小
学

校
加

茂
路

峠
永

井
上

天
馬

町
遊

園
地

前
岡

熊
下

津
井

郵
便

局
前

菰
池

一
丁

目
峠

入
口

商
工

高
校

前
鷲

羽
ハ

イ
ラ

ン
ド

倉
敷

鷲
羽

高
校

入
口

王
慈

園
前

吹
上

港
前

ホ
テ

ル
前

赤
崎

小
学

校
前

(
児

島
中

学
校

入
口

)
J
e
a
n
s
 
M
u
s
e
u
m
 

下
之

町
鴻

八
幡

宮
前

母
谷

園
前

玉
六

丁
目

大
谷

口
E
n
t
r
a
n
c
e

田
の

浦
二

丁
目

沖
熊

橋
由

加
中

の
口

市
民

会
館

前
鷲

羽
ハ

イ
ラ

ン
ド

赤
崎

入
口

(
瀬
戸
大
橋
線
は
外
方
扱
)

藤
原
組
前
(
大
正
橋
)

田
の

浦
港

前
ボ

ウ
ル

前
味

野
味

野
児

島
市

民
中

学
校

前
医

院
前

交
流

セ
ン

タ
ー

南
児

島
消

防
署

前
常

盤
橋

田
土

浦
公

園
前

下
津

井
中

学
校

入
口

マ
ル

ナ
カ

児
島

支
所

入
口

や
ま

な
内

科
児

島
店

前
児

島
警

察
署

前
天

満
屋

昭
和

橋
整

形
外

科
前

田
の

浦
ﾊ
ﾋ
ﾟ
ｰ
ﾀ
ｳ
ﾝ
前

市
民

病
院

中
央

病
院

入
口

鷲
羽

山
下

電
ホ

テ
ル

前
Ｊ

Ｒ
児

島
駅

南

日 の 田 正 門 ・ 三 井

E ＆ S マ シ ナ リ ー 前

2
.
5

3
.
7

第
Ａ

-
 
　

２
号

系
統

　
　

天
満

屋
～

汗
入

・
下

之
町

南
～

Ｊ
Ｒ

児
島

駅
第

Ｄ
-
 
１

９
号

系
統

　
　

倉
敷

駅
～

帯
江

・
茶

屋
町

駅
～

興
除

営
業

所

翔 南 高 校 前

広
江

山
の

鼻

小
南

0
.
4

0
.
7

0
.
7

0
.
5

倉 敷 郵 便 局 前

0
.
5

( 林 )

( 曽 原 口 )

0
.
4

0
.
3

0
.
2

0
.
6

0
.
5

0
.
2

0
.
7

0
.
1

0
.
6

0
.
3

(
福

田
中

学
校

前
)

0
.
5

(
笹

無
山

)

(
天

城
上

之
町

)

0
.
2

0
.
3

三 井 E ＆ S 玉 正 門 前

ス タ ジ ア ム 南 口

マ ス カ ッ ト

倉 敷 中 庄

3
.
7

0
.
5

0
.
3

0
.
5

0
.
2

水
尻

新
水

尻

0
.
4

0
.
4

0
.
6

0
.
5

高
橋

0
.
2

( 琴 浦 中 学 校 前 )

(
松

竹
梅

)

1
.
0

0
.
4

0
.
6

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
5

東 西 畦
0
.
6

0
.
4

植 松
西 畦

0
.
4

興 除 営 業 所

下 電 バ ス
曽 根 新 道

0
.
4

(
松

竹
梅

南
)

1
.
1

0
.
8

0
.
4

0
.
5

0
.
5

上 久 保

呼
松

1
.
3

0
.
3

0
.
6

0
.
7

1
.
2

0
.
5

0
.
4

0
.
5

グ
リ

ー
ン

0
.
2

0
.
3

0
.
7

0
.
5

0
.
2

0
.
4

植 松 駅

チ ク バ 外 科 前

上
の

町
店

前

0
.
3

(
稗

田
十

字
路

)

0
.
4

0
.
5

0
.
5

熊 野 神 社 入 口

0
.
3

0
.
6

0
.
4

児 島タ
ウ

ン

0
.
3

0
.
1

資 料 館 前

児 島 学 生 服
0
.
3

0
.
4

0
.
4

0
.
4

二
福

小
古

城
池

高
校

前

0
.
3

郷 内 幼 稚 園 前

郷 内 小 学 校 入 口

頼 仁 親 王 御 陵 前
滑 口

0
.
4

ガ
ー

デ
ン

0
.
3

ハ
イ

ツ

0
.
3

琴 浦 園 口

堀 江

0
.
2

0
.
2
西 明 石

0
.
2

0
.
3

梅 木 橋

0
.
2
鷲 麓 園 別 館 前

大 師 堂 前

久 須 見 弘 法

1
.
0

長 浜
大 畠

琴 海

0
.
5
大 畠 南

大 畠 漁 港 前

児 島 ボ ー ト

0
.
2

0
.
3

0
.
1

0
.
8

病 院 前

下 之 町 南

田 の 口 五 丁 目

唐 琴 の 浦

0
.
3

( 尾 崎 商 事 倉 敷 工 場 前 )

( 鷲 羽 山 ・ 下 津 井

唐 琴 町

0
.
5

田 の 口 浜

0
.
3

新 常 盤 橋

阿 津 一 丁 目

0
.
5

( 興 除 線 は 外 方 扱 )

0
.
5

0
.
4

田 の 口 岡

0
.
1

明 石 ( 明 石 S U C 前 )

倉
敷

市
立

0
.
3

0
.
7

0
.
4

0
.
1

0
.
3

0
.
2

東 唐 琴

渋 川
和 田 三 丁 目

倉 敷 シ テ ィ

0
.
2

0
.
7

渋 川 一 丁 目

ホ ー ル サ ム イ ン せ と う ち

0
.
4

下 之 町

( 興 除 線 は 外 方 扱 )

新 常 盤 橋 西

0
.
3

十 九 番 札 所

王 子 ヶ 岳 登 山 口

0
.
2

0
.
6

和 井 田

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
2

玉 四 丁 目

渋 川 三 丁 目

和 田 一 丁 目

0
.
3
由 加 登 山 口

0
.
4

和 田 社 宅 前

日 比 精 煉 所 前

日 比
羽 根 崎 町

日 比 精 煉 西 門 前

0
.
6

0
.
2

0
.
4

白 尾 下

0
.
7

0
.
4

1
.
1

0
.
5

0
.
4

0
.
6

0
.
4

0
.
2

0
.
5

0
.
9

0
.
6

0
.
4

1
.
8

0
.
4

0
.
3

0
.
6

0
.
3

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
6

0
.
3

0
.
3

0
.
3

1
.
7

0
.
4

0
.
7

0
.
3

0
.
3

0
.
4

0
.
2

0
.
9

0
.
3

1
.
1

0
.
5

0
.
4

0
.
9

辻

0
.
4

0
.
2

0
.
2

0
.
8

1
.
3

(
板

池
)

(
児

島
小

学
校

前
)

( 児 島 文 化 セ ン タ ー )

0
.
3

0
.
2

唐 琴 警 鐘 台

1
.
0

扇 の 嵶 入 口

0
.
2

0
.
2

0
.
6

は 外 方 扱 ）
1
.
3

0
.
6

0
.
3

0
.
7

0
.
7

0
.
1

0
.
1

0
.
3

琴 浦 高 等 支 援 学 校 前

0
.
5

・ 瀬 戸 大 橋 線

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
4

0
.
2

0
.
4

0
.
5

0
.
2

0
.
2

1
.
6

赤 崎

味 野 元 町

0
.
3

0
.
3

0
.
7

0
.
6

下 津 井 二 丁 目

下 津 井 三 丁 目

0
.
2

1
.
7

0
.
5

0
.
3

0
.
2

0
.
2

久 保

三 百 山 入 口

0
.
2

児 島 市 民 交 流 セ ン タ ー 前
0
.
2

1
.
2

尾 原 中 央

0
.
5

波 止 岡

森 池
西 原 口

羽 口

0
.
6

1
.
5

滝

0
.
7

長 尾 農 協 前
暮 石

市 立 短 大 ・

0
.
4

0
.
4

0
.
4

荘 内 支 所 前

0
.
3

0
.
4

0
.
6

0
.
5

0
.
6

丙 川

0
.
9

尾 原 分 校 前

畑 入 口

0
.
2

0
.
3

東 曽 根

1
.
4

3
.
9

1
.
3

彦 崎 跨 線 橋

5
.
3

0
.
9

大 福

大 福 中

相 生 橋

0
.
4

0
.
3

妹
尾

駅

0
.
4

0
.
2

0
.
4

0
.
4

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
6

0
.
3

0
.
4

0
.
2

内 尾 南 五 丁 目

0
.
4

み ど り 団 地 口

内 尾 南 三 丁 目

0
.
3

0
.
2

0
.
4

0
.
7

0
.
4

0
.
4

荒 田
0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
4

7
.
9

0
.
4

0
.
3

0
.
1

3
.
0

1
.
1

1
.
3

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
4

0
.
6

0
.
4

0
.
5

0
.
6

0
.
3

0
.
2

0
.
4

0
.
6

0
.
5

0
.
5

1
.
5

茶 屋 町 公 民 館 前

0
.
3

荒 田 西
0
.
3

0
.
2

0
.
4

0
.
4

0
.
6

0
.
3

0
.
4

(
船

倉
町

)

(
船

倉
南

)

羽 島

0
.
6

6
.
0

0
.
4

0
.
3

0
.
5

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
3

0
.
4

0
.
3

0
.
2

0
.
5
中 庄 小 学 校 前

吉 田

市 民 会 館 前

福 島 中

0
.
4

0
.
3

八 軒 樋

倉 敷
中 央 病 院 前

0
.
1

0
.
4

0
.
3

自 動 車 学 校 前

0
.
3

1
.
1

0
.
7

0
.
2

青 陵 高 等 学 校 北
0
.
2

0
.
7

西 古 松

0
.
4

南 町

0
.
6

0
.
4

1
.
8

大 雲 寺 前

0
.
3

0
.
5

0
.
3
大 学 病 院 筋

0
.
2

1
.
0

0
.
6

0
.
4

0
.
2

( 大 寺 )

0
.
3

備 中 庄

下 撫 川
撫 川

庭 瀬 本 町

庭 瀬 駅 通
延 友

備 前 白 石

西 長 瀬

中 仙 道
0
.
3

0
.
5

0
.
9

瀬 戸 大 橋 温 泉

北
長

瀬
駅

前
大 供 新 屋 敷

岡 山 駅 前

厚 生 町 商 工 会 議 所 前
平 野

鉄 工 セ ン タ ー 前

岡 山 ド ー ム 入 口

0
.
1

0
.
5

大 野 辻

備 前 野 田

野 田 東

光 生 病 院 前
大 供0
.
4

0
.
6

0
.
3

岡 山 南 支 援 学 校

学 校 前

岡 山 南 支 援

0
.
9

0
.
4

0
.
6

0
.
3

0
.
3

0
.
6

西
中

曽 根 小 学 校 前

0
.
4

0
.
3

福 島 南

0
.
4

1
.
1

0
.
4

0
.
2

0
.
7

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
6
日 間

0
.
4
西 帯 江

0
.
3

0
.
5

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
5

0
.
6

0
.
2

0
.
6

0
.
6

0
.
4

0
.
4

1
.
3

0
.
3

0
.
4

0
.
5

0
.
3

0
.
4

川 﨑 医 大 前

松 島 北 ノ 口

清 心 学 園 口

0
.
6

大 島

0
.
3

0
.
2

中 庄 団 地 東

0
.
4

0
.
3

0
.
5

0
.
7

0
.
5

0
.
4

0
.
4

昭
和

町

9
.
9

大
高

商 工 会 館 前

倉 敷 成 人 病

倉 商 前
0
.
8

0
.
8

浦
田

口

吉
岡

福
井

0
.
5

セ ン タ ー 前

0
.
7

0
.
2

0
.
7

0
.
5

(
五

軒
屋

)

7
.
9

汗 入
和 田

児 島 ボ ー ト

0
.
3

0
.
2

萱 刈
0
.
4

0
.
4

武 道 館 前

中 山 公 園 口

0
.
4

児 島 支 所 前

萱 刈 南

和 井 田 南

0
.
5

西 植 松

第 二 入 場 門 前

レ ー ス 場

レ ー ス 場

正 門 前

0
.
5

わ
た

な
べ

生
鮮

館

5
.
1

0
.
4

0
.
5

古
新

田
南

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
6

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

(
福

南
山

)

井
戸

1
.
3

天
満
屋

岡
山

駅

中
庄

駅

中
庄

駅
南

口
倉

敷
駅

前

茶
屋

町
駅

Ｊ
Ｒ

児
島

駅
鷲

羽
山

第
二

展
望

台

宇
野

駅
前

下
津

井
電

鉄
営

業
路

線
図

黒 谷

郷 内 農 協 前

岡
山

中
学

高
等

学
校

0
.
9

0
.
5

中 山 団 地

中 山 団 地 西

西 の 頭

水
島

駅

倉
敷
市

倉
敷
市

岡
山
市

倉
敷
市

栄
駅

p19

資料３－２



【路線図】

岩黒漁港

18
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令
和
８
年
度

表
６
　
車
両
の
取
得
計
画
の
概
要

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

バ
ス

事
業

者
等

名
補

助
対

象
車

両
数

岡
山
県

株
式
会
社
井
笠
バ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー

5

（参
考
）

減
価
償
却
費

金
融
費
用

合
計

岡
山
県

2,
97
4

87
3,
06
1

広
島
県

1,
02
1

19
1,
04
0

4,
10
1

中
鉄
バ
ス
株
式
会
社

1

中
鉄
北
部
バ
ス
株
式
会
社

3

両
備
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

4

琴
参
バ
ス
株
式
会
社

1

（参
考
）

減
価
償
却
費

金
融
費
用

合
計

岡
山
県

18
3

0
18
3

香
川
県

78
5

0
78
5

96
8

計
1
4

1
8
,7
2
6

車
両
減
価
償
却
費
等
に
要
す
る
国
庫
補
助
額
（千

円
）

4
,1
0
1

5
,4
3
0

5
,9
2
7

9
6
8

2
,3
0
0
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令
和
９
年
度

表
６
　
車
両
の
取
得
計
画
の
概
要

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

バ
ス

事
業

者
等

名
補

助
対

象
車

両
数

岡
山
県

株
式
会
社
井
笠
バ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー

4

（参
考
）

減
価
償
却
費

金
融
費
用

合
計

岡
山
県

1,
70
0

36
1,
73
6

広
島
県

56
7

5
57
2

2,
30
8

中
鉄
バ
ス
株
式
会
社

1

中
鉄
北
部
バ
ス
株
式
会
社

3

両
備
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

5

琴
参
バ
ス
株
式
会
社

0

（参
考
）

減
価
償
却
費

金
融
費
用

合
計

岡
山
県

0
0

0

香
川
県

0
0

0 0

計
1
3

車
両
減
価
償
却
費
等
に
要
す
る
国
庫
補
助
額
（千

円
）

2
,3
0
8

6
,4
9
9

1
4
,6
9
5

4
,5
0
8

0

1
,3
8
0
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令
和
1
0
年
度

表
６
　
車
両
の
取
得
計
画
の
概
要

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

バ
ス

事
業

者
等

名
補

助
対

象
車

両
数

岡
山
県

株
式
会
社
井
笠
バ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー

1

（参
考
）

減
価
償
却
費

金
融
費
用

合
計

岡
山
県

81
0

10
82
0

広
島
県

0
0

0

82
0

中
鉄
バ
ス
株
式
会
社

1

中
鉄
北
部
バ
ス
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倉敷市地域公共交通計画
地域 をつなぎ 暮らし を支え 市民に身近で 快適・便利な 地域公共交通

令和５年３月
倉敷市

令和６年１２月変更
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事業 ③地域公共交通確保維持改善事業の活用(地域間幹線系統の運行維
持)
幹線の路線バスは、本市の玄関口となる倉敷地域と水島・児島・茶屋町等の各地域・地
区や、水島地域と玉島地域など、地域・地区間を結ぶ公共交通として、重要な役割を担って
います。このうち、岡山市や坂出市とを結ぶ路線は、事業者や市の運営努力だけでは路線の
維持が難しいため、国の地域公共交通確保維持改善事業の地域間幹線系統確保維持
国庫補助金や車両減価償却費等国庫補助金の活用により、運行を維持する必要がありま
す。地域間幹線系統の運行状況（令和６年１月時点）
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事業

実施主体 交通事業者

実施期間 令和６年度～令和９年度

地域公共交通確保維持改善事業として確保・維持を図る必要性

地域公共交通確保維持改善事業の活用可能性がある路線

事業概要（事業認可区分：４条乗合、運行態様：路線定期運行）
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6．計画の達成状況の評価

6-1 評価指標の設定

本計画の達成状況を評価するため、基本方針ごとに指標と目標値を設定します。

基本方針Ⅰ｜誰もが手軽にいつでも利用できる地域公共交通

基本目標 目標１｜都市の骨格を形成する幹線交通のサービスレベルの維持・向上
目標２｜地域の多様な輸送資源等の活用による誰もが利用できる移動手段の確保

指標の定義

①鉄道、路線バス、コミュニティタクシーの年間利用者数（人）
【算出方法】
交通機関ごとに以下の方法により算出し、これらを足し合わせた数値とする。
・鉄道：（1日あたり乗降者数÷2）×365日 ※水島臨海鉄道、井原鉄道を対象
・路線バス：各路線における年間輸送人員の合計（前年度の10/1～該当年度の
9/30）※両備バス、下電バス、井笠バスを対象
・コミュニティタクシー：年間利用者数 ※全運行地区を対象

評価の時期 毎年

現状値 3,859千人（令和3年度）

目標値 5,640千人以上（令和9年度）

目標値の
考え方

平成26～30年度の最高値の水準を目指す。
（市第7次総合計画に示す目標値・・・平成26年度：5,640千人）

データ
取得方法 交通事業者からの報告により市が把握

これまでの
状況

資料：交通事業者からの報告により作成

（年度）
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基本目標 目標１｜都市の骨格を形成する幹線交通のサービスレベルの維持・向上
目標２｜地域の多様な輸送資源等の活用による誰もが利用できる移動手段の確保

指標の定義

②公的資金投入路線の収支（円）
【算出方法】
路線バス、コミュニティタクシーの収支を算出し、これらを足し合わせた数値とする。（収
支に公的資金投入額は含まない）
・収支＝(経常収益) ー (経常費用)
※バス路線維持費補助金と、コミュニティタクシー運行費補助金を投入している路線の
収支を対象

評価の時期 毎年

現状値 -214,091千円（令和3年度）

目標値 現状値（令和3年度）より改善

目標値の
考え方

指標①で、年間利用者数について令和3年度の1.1倍の水準以上となることを目指すこととして
おり、年間利用者数の増加に伴い収支は改善すると考えられることから、令和3年度の水準より
改善することを目指す。

データ
取得方法 交通事業者からの報告により市が把握

これまでの
状況

資料：交通事業者からの報告により作成
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基本目標 目標１｜都市の骨格を形成する幹線交通のサービスレベルの維持・向上
目標２｜地域の多様な輸送資源等の活用による誰もが利用できる移動手段の確保

指標の定義

③公的資金投入額（円）
【算出方法】
路線バス、コミュニティタクシーの運行に対する本市の財政負担額とする。
（バス路線維持費補助金と、コミュニティタクシー運行費補助金の合計）

評価の時期 毎年

現状値 91,801千円（令和3年度）

目標値 107,000千円（令和9年度）

目標値の
考え方

指標①で、年間利用者数について令和3年度の1.1倍の水準以上となることを目指すこととして
おり、年間利用者数が増加し、収支が改善することにより、運行に対する補助額は減少すると考
えられる。
バス路線維持費補助金は令和2年度が最大で77,528,033円…①、コミュニティタクシー運行
費補助金は令和3年度が最大で29,436,499円…②となっている。
バス路線維持費補助金、コミュニティタクシー運行費補助金それぞれの最大値の合計額を目安と
して、公的資金を投入し、路線バスのサービスレベルの維持・向上及びコミュニティタクシー制度の
普及促進を図る。
①＋② ＝ 106,964,532円 ≒ 107,000千円

データ
取得方法 市が把握

これまでの
状況

公的資金投入額

資料：交通政策課資料、住民基本台帳（各年度末の人口）
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